
(令和4年10月より)

要支援1 2,053

要支援2 3,999

単位

① 225

② 200

③ 050

020

005

150

160

480

700

⑦ 562

（要支援1）088

（要支援2）176

（要支援1）072

（要支援2）144

（要支援1）024

（要支援2）048

⑨ 040

⑩

⑪

⑫

⑬

※

◎その他の料金（1日あたり）

食費（おやつ含む） 750円

日用品費 200円

教養娯楽費 150円

文書再発行料（１通） 実費

【お問合せ先】

〒２８５－０８４６

佐倉市上志津１３１６－１

介護老人保健施設　エクセレントケア志津　

ＴＥＬ　：　０４３－３０８－３８１２

ＦＡＸ　：　０４３－４６１－１１６２

　　　デイケア課長　　塩 美智子

⑧ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 職員総数のうち介護福祉士が50％以上

⑥
複数サービス実施加算（Ⅰ）

口腔機能向上加算（Ⅱ）

栄養改善加算

生活行為向上リハ加算

栄養アセスメント加算

①②⑤の内2種類のプログラムを実施

⑤

④

口腔機能向上加算（Ⅰ）

口腔栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

介護老人保健施設エクセレントケア志津

介護予防通所リハビリテーション　料金表

◎基本サービス費（１月あたり）

◎加算（1月あたり）

①②⑤すべてのプログラムを実施

項目

複数サービス実施加算（Ⅱ）

要件等

運動器機能向上加算

②③又は⑤を算定しており（Ⅰ）を算定できない場合

口腔栄養スクリーニング加算（Ⅰ） ST・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置　6か月1回限度

管理栄養士1名以上配置　②と④との併算不可

等特定処遇改善加算Ⅰ

処遇改善加算Ⅰ

地域区分割合（佐倉市は5級地）

科学的介護推進体制加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）

栄養ケア計画を作成し必用に応じ居宅を訪問し記録と評価を行う

運動器機能向上計画を作成し記録と評価を行う

利用者ごとの情報を厚労省に提出し必要な情報を活用する

勤続7年以上の介護福祉士が30％以上

職員総数のうち介護福祉士が40％以上もしくは

勤続10年以上の介護福祉士が25％以上

職員総数のうち介護福祉士が70％以上もしくは

利用開始月から6ヶ月以内

口腔機能改善管理指導計画を作成し記録と評価を行う

ST・歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置　月2回限度

①～⑨の合計単位数に1.0％を乗じた数

①～⑨の合計単位数に2.0％を乗じた数

①～⑨の合計単位数に4.7％を乗じた数

①～⑨、⑪、⑫の各単位数に地域区分割合（10.55）を乗じた合算額

利用開始日の属する月から12月を超える長期利用の場合、要支援1は20/月、要支援2は40/月減算

週1回程度のご利用

週2回程度のご利用

　※送迎・入浴は基本単位に含まれます。

　※ご利用回数に関係なく、月単位の包括となります。

介護職員等ベースアップ等支援加算


